
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
受
領

答

弁

第

一

八

一

号

内
閣
衆
質
一
九
〇
第
一
八
一
号

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
井
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、
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紙
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
使
途
秘
匿
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
①
及
び
②
に
つ
い
て

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
八
条
の
六
十
七
に
規
定
す
る
使
途
秘

匿
金
の
支
出
が
あ
る
場
合
の
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
企
業
が
税
務
当
局
に
対
し
相
手
先
の
氏
名
等
を
秘
匿
す
る
よ
う
な

支
出
は
、
違
法
又
は
不
当
な
支
出
に
つ
な
が
り
や
す
く
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
公
正
な
取
引
を
阻
害
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね

な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
支
出
を
極
力
抑
制
す
る
た
め
に
、
平
成
六
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
後
、
相
当
期
間
が
経
過
し
、
使
途
秘
匿
金
の
支
出
を
極
力
抑
制
す
る
と
い
う
当
該
特
例
の
趣
旨
は
引
き
続
き
変
わ

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
六
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
そ
の
適
用
期
限
が
撤
廃
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
使
途
秘
匿
金
の
支
出
が
あ
る
場
合
の
課
税
の
特
例
は
、
使
途
秘
匿
金
の
支
出
を
抑
制
す
る
一
定
の
効
果

が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
当
該
特
例
の
見
直
し
は
検
討
し
て
い
な
い
。


